
 

改正後 現行 

届出により診療所に療養病床又は一般病床を設置することができる

特例措置に係る取扱要領 

 

（目的） 

第１条  この要領は、医療法施行令（昭和 23 年政令第 326 号）第３条の３の規定に

より、医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第１条の１４第７項第１号及

び第２号に規定する診療所に該当し、知事の許可を受けないで届出により療養病床

又は一般病床を設けようとする場合の取扱いについて定める。 

 

（事前協議の申出） 

第２条  医療法施行規則第１条の１４第７項第１号及び第２号に規定する診療所（以

下「病床設置特例診療所」という。）に該当するとして当該診療所に療養病床又は

一般病床を設置し又は増床しようとする開設者又は開設予定者（以下「事前協議申

出者」という。）は、当該診療所が病床設置特例診療所に該当するか否かについて、

あらかじめ協議するため、事前協議申出書を開設地の保健所長を経由して知事に提

出するものとする。 

 

（岡山県医療審議会の意見） 

第３条  知事は、前条に定める事前協議のあった診療所が、別表に定める病床設置特

例診療所として認められる基準（以下「認定基準」という。）に適合するか否かに

ついて、岡山県医療審議会の意見を聴くものとする。 

２  （削除） 

 

３ （削除） 

 

 

 

   

 

（岡山県保健医療計画への記載） 

第４条  （削除） 

 

 

 

 

（診療所の運営変更） 

第４条  病床設置届出診療所に該当すると認められた事前協議申出者は、療養病床又

は一般病床の設置又は増床の届出を行う前に、第２条の規定により提出した事前協

議申出書の記載事項を変更しようとするときは、その旨を知事に報告し、別途指示

を受けるものとする。 

 

      附 則 

  この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

      附 則 

この改正は、平成３１年４月８日から施行する。 

 

届出により診療所に一般病床を設置することができる特例措置に係る取扱要領 

 

 

（目的） 

第１条  この要領は、医療法施行令（昭和 23 年政令第 326 号）第３条の３の規定により、

医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第１条の１４第７項第１号から第３号まで

に規定する診療所に該当し、知事の許可を受けないで届出により一般病床を設けようとす

る場合の取扱いについて定める。 

 

（事前協議の申出） 

第２条  医療法施行規則第１条の１４第７項第１号から第３号までに規定する診療所（以

下「病床設置特例診療所」という。）に該当するとして当該診療所に一般病床を設置し又

は増床しようとする開設者又は開設予定者（以下「事前協議申出者」という。）は、当該

診療所が病床設置特例診療所に該当するか否かについて、あらかじめ協議するため、事前

協議申出書を開設地の保健所長を経由して知事に提出するものとする。 

 

 

（岡山県医療審議会の意見） 

第３条  知事は、前条に定める事前協議のあった診療所が病床設置特例診療所に該当する

か否かについて、岡山県医療審議会の意見を聴くものとする。 

２  前項の規定にかかわらず、別表に定める審査基準（以下「審査基準」という。）に適合

する診療所（以下「審査基準適合診療所」という。）は、病床設置特例診療所として、岡

山県医療審議会（以下「医療審議会」という。）の議を経て、了承されたものとみなす。 

３ 知事は、前条の事前協議申出書が提出されたときは、必要に応じて事前協議申出者及び

関係機関に対して、補正を求めて又は意見を聴いて、審査基準に適合するか否かを判断し、

その結果を事前協議申出者に通知する。この場合において、審査基準適合診療所に該当し

ないと判断したときは、知事は、必要とされる医療に関する地域の実情を考慮して、病床

設置特例診療所に該当するか否か、医療審議会の意見を聴くものとする。 

   

（岡山県保健医療計画への記載） 

第４条  審査基準適合診療所として知事が認めたとき、又は前条第３項後段の規定による

医療審議会の意見を聴いて病床設置特例診療所として了承されたときは、当該診療所の名

称等が、岡山県保健医療計画（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第３０条の４第１項に

規定する医療計画をいう。）に記載されたものとみなす。 

 

（診療所の運営変更） 

第５条  病床設置届出診療所に該当すると認められた事前協議申出者は、一般病床の設置

又は増床の届出を行う前に、第２条の規定により提出した事前協議申出書の記載事項を変

更しようとするときは、その旨を知事に報告し、別途指示を受けるものとする。 

 

      附 則 

  この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



（別表） 

届出により療養病床又は一般病床を設置することができる診療所に係る認定基準 

 

 次表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に掲げる基準に適合する診療所は、医療法施行規則

（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第１条の１４第７項第１号及び第２号に規定する診療所に該

当するものとみなす。 

区   分 基     準 

１ 医療法第30条の7第2項第2

号に掲げる医療の提供の推

進のために必要な診療所そ

の他の地域包括ケアシステ

ムの構築のために必要な診

療所（医療法施行規則第１

条の１４第７項第１号関係

） 

次のいずれかの機能を有し，地域における医療需要を

踏まえ必要とされる診療所であること。 

１ 在宅療養支援診療所の機能（訪問診療の実施） 

２ 急変時の入院患者の受入機能（年間6件以上） 

３ 患者からの電話等による問い合わせに対し，常時対

応できる機能 

４ 他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れ

を行う機能（入院患者の1割以上） 

５ 当該診療所内において看取りを行う機能 

６ 全身麻酔，脊椎麻酔，硬膜外麻酔又は伝達麻酔（手

術を実施した場合に限る。）を実施する（分娩におい

て実施する場合を除く。）機能（年間30件以上） 

７ 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受渡

機能 

２ へき地に設置される診療

所（医療法施行規則第１条

の１４第７項第２号関係） 

次のいずれかに該当し，地域における医療需要を踏ま

え必要とされる診療所であること。 

１ 現在「無医地区」若しくは「準無医地区」である地

域に設置される診療所 

２ 当該診療所が廃止された場合には「無医地区」若し

くは「準無医地区」となる地域に設置されている診療

所 

３ 小児医療の推進に特に必

要な診療所（医療法施行規

則第１条の１４第７項第２

号関係） 

 次に該当し，地域における医療需要を踏まえ必要とさ

れる診療所であること。 

１ 小児科を標榜し、小児科専門医を置いて、小児の入

院医療及び救急医療を行う診療所 

４ 周産期医療の推進に特に

必要な診療所（医療法施行

規則第１条の１４第７項第

２号関係） 

 次に該当し，地域における医療需要を踏まえ必要とさ

れる診療所であること。 

１ 産科又は産婦人科を標榜し、産婦人科専門医を置い

て、分娩を取り扱う診療所 

５ 救急医療の推進に特に必

要な診療所（医療法施行規

則第１条の１４第７項第２

号関係） 

次に該当し，地域における医療需要を踏まえ必要とさ

れる診療所であること。 

1 診療所の開設者が、特例適用後に、救急病院等を定め

る省令に基づく救急診療所の認定に係る申出書を県知事

に対して提出することを確約した診療所。 
 

（別表） 

届出により一般病床を設置することができる診療所に係る審査基準 

 

 次表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に掲げる基準に適合する診療所は、医療法施行規則

（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第１条の１４第７項第１号から第３号までに規定する診療所

に該当するものとみなす。 

区   分 基     準 

１ 居宅における医療の提供

の推進のために必要な診療

所（医療法施行規則第１条

の１４第７項第１号関係） 

 

 

 

 

 

 

 診療報酬上の在宅療養支援診療所の届出をしている

診療所、又は届出を行うことを確約する診療所 

２ へき地に設置される診療

所（医療法施行規則第１条

の１４第７項第２号関係） 

 現在「無医地区」若しくは「準無医地区」である地

域に設置される診療所、又は当該診療所が廃止された

場合には「無医地区」若しくは「準無医地区」となる

地域に設置されている診療所 

３ 周産期医療の推進に特に

必要な診療所（医療法施行

規則第１条の１４第７項第

３号関係） 

 産科又は産婦人科を標榜し、産婦人科専門医を置い

て、分娩を取り扱う診療所 

４ 小児医療の推進に特に必

要な診療所（医療法施行規

則第１条の１４第７項第３

号関係） 

 小児科を標榜し、小児科専門医を置いて、小児の入

院医療及び救急医療を行う診療所 

（新設） （新設） 

 

 



 

 

様式 

 

                                   年  月  日 

 

 

 岡山県知事        殿 

 

 

              事前協議申出者 住所 

                 〃    氏名             印 

                                           電話   (   ) 

                                      法人にあつては，その名称，主たる事務所   

                                     の所在地並びに代表者の職及び氏名         

 

 

 

届出により療養病床又は一般病床を設置することができる診療所に係る事前協議

申出書 

 

 医療法第７条第３項の規定による厚生労働省令に定める場合に該当し、診療所へ療養病床又は

一般病床を設置又は増床したいので、届出により診療所に療養病床又は一般病床を設置すること

ができる特例措置に係る取扱要領第２条の規定により、事前協議を申し出ます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 

 

                                  年  月  日 

 

 

 岡山県知事        殿 

 

 

              事前協議申出者 住所 

                 〃    氏名             印 

                                           電話   (   ) 

                                      法人にあつては，その名称，主たる事務所   

                                     の所在地並びに代表者の職及び氏名         

 

 

 

届出により一般病床を設置することができる診療所に係る事前協議申出書 

 

 医療法第７条第３項の規定による厚生労働省令に定める場合に該当し、診療所へ一般病床を設

置又は増床したいので、届出により診療所に一般病床を設置することができる特例措置に係る取

扱要領第２条の規定により、事前協議を申し出ます。 

 

 

 

 

 



 
 
      診療所の病床の設置等に係る計画書              （１／３） 

診療所の名称（予定）  

診療所の所在地（予定）  

医療法施行規則第１条

の１４第７項第１号及

び第２号に規定する診

療所の区分 

① 医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必

要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診

療所 

② へき地に設置される診療所 

③ 小児医療の推進に特に必要な診療所 

④ 周産期医療の推進に特に必要な診療所 

⑤ 救急医療の推進に特に必要な診療所 

病床設置等予定年月日  平成  年  月  日予定 

病床設置等の理由・目

的 
 

診療科目  

病床数 

 

 

 

 

 

１ 今回、設置又は増床する病床数 

    一般病床    床   療養病床     床       合計   床 

２  既設置の病床数 

    一般病床    床   療養病床     床       合計   床 

３ 合  計 

    一般病床    床   療養病床     床       合計   床 

他に開設している病院

又は診療所（名称・所在

地） 

 

 

 

担当者連絡先 
 

 

 

 

 

住  所  

担当者 職・氏名  

電話番号  

メールアドレス  

 

 

 

 

 

 

診療所の病床の設置等に係る計画書              （１／３） 

診療所の名称（予定） 
 

 

診療所の所在地（予定） 
 

 

医療法施行規則第１条

の１４第７項第１号か

ら第３号までに規定す

る診療所の区分 

 ①居宅における医療の提供の推進のために必要な診療所 

 ②へき地に設置される診療所 

 ③周産期医療の推進に特に必要な診療所 

 ④小児医療の推進に特に必要な診療所 

病床設置等予定年月日  平成  年  月  日予定 

 

病床設置等の理由・目

的 

 

 

 

 

 

診療科目 

 

 

 

 

病床数 

 

 

 

 

 

１ 今回、設置又は増床する病床数 

    一般病床    床 

２  既設置の病床数 

    一般病床    床   療養病床     床 

３ 合  計 

    一般病床    床   療養病床     床       合計   床 

他に開設している病院

又は診療所（名称・所在

地） 

 

 

 

 

担当者連絡先 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住  所 
 

 

担当者 職・氏名 
 

 

電話番号 
 

 

メールアドレス 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２／３） 

医療法施行規則第１条の１４第７項第１号及び第２号に規定する診療所の区分ごとに、各項目を記
載のこと。 

診療所の区分 項      目 

①  医療法第30条の7
第2項第2号に掲げる
医療の提供の推進の
ために必要な診療所
その他の地域包括ケ
アシステムの構築の
ために必要な診療所 

中国四国厚生局岡山事務所への届出（予定）年月日 

 ① 在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出 
     平成  年  月  日 ／ 届出予定なし 
② 在宅時医学総合管理料に係る施設基準に係る届出 

     平成  年  月  日 ／ 届出予定なし 
 ③ 在宅末期医療総合診察料に係る施設基準に係る届出 
     平成  年  月  日 ／ 届出予定なし 

申立前，１年間の在宅療養等を担当した患者等の状況 
① 担当患者実数   人 （うち自宅で死亡した患者数   人） 
② 往診・訪問診療の回数     回  

 

② へき地に設置され 
る診療所 

 
 

 
診療所を設置する無医地区又は準無医地区の名称 
 
※ 設置する診療所の位置図を添付のこと。 

 
標榜診療科名 
 

申立前，１年間の患者延数        人  

 
③ 小児医療の推進に 

特に必要な診療所 
 
 
 

 
標榜診療科名 
 

 
小児科専門医の氏名 及び 専門医登録年月日 
 
※ 認定証の写しを添付のこと。 

 
申立前，１年間の患者延数       人  
 うち１５歳未満の患者延数      人  
 うち３歳未満の患者延数       人  

 
④ 周産期医療の推進 

に特に必要な診療所 
 
 
 

 
標榜診療科名 
 

産科専門医の氏名 及び 専門医登録年月日 
 
※ 認定証の写しを添付のこと。 

申立前，１年間の分娩件数          例  

⑤  救急医療の推進に
特に必要な診療所 

標榜診療科名 

救急診療所に係る知事の認定申出予定月日 
 
                   平成  年  月  日 

 

 

（２／３） 

医療法施行規則第１条の１４第７項第１号から第３号までに規定する診療所の区分ごとに、各項目

を記載のこと。 

診療所の区分 項      目 

① 居宅における医療 

の提供の推進のため 

に必要な診療所 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国四国厚生局岡山事務所への届出（予定）年月日 

   在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出 

     平成  年  月  日 

① 在宅時医学総合管理料に係る施設基準に係る届出 

    平成  年  月  日  ／ 届出予定なし 

② 在宅末期医療総合診察料に係る施設基準に係る届出 

    平成  年  月  日  ／ 届出予定なし 

申立前，１年間の在宅療養等を担当した患者等の状況 

① 担当患者実数   人 （うち自宅で死亡した患者数   人） 

② 往診・訪問診療の回数     回  

② へき地に設置され 

る診療所 

 

 

 

 

 

 

診療所を設置する無医地区又は準無医地区の名称 

 

※ 設置する診療所の位置図を添付のこと。 

 

標榜診療科名 

 

申立前，１年間の患者延数        人  

 

③ 周産期医療の推進 

に特に必要な診療所 

 

 

 

 

 

 

 

標榜診療科名 

 

産科専門医の氏名 及び 専門医登録年月日 

 

※ 認定証の写しを添付のこと。 

申立前，１年間の分娩件数          例  

 

④ 小児医療の推進に 

特に必要な診療所 

 

 

 

 

 

標榜診療科名 

 

 

小児科専門医の氏名 及び 専門医登録年月日 

 

※ 認定証の写しを添付のこと。 

申立前，１年間の患者延数       人  

 うち１５歳未満の患者延数      人  

 うち３歳未満の患者延数       人  



 

 

（３／３） 

 申出に係る診療所が、新たに療養病床又は一般病床を設置又は増床することにより、当該地域に

対してどのように良質かつ適切な医療を提供していくのか、当該地域に果たす役割や計画、考えな

どを自由に記載のこと。 

  特に当該診療所の有する医療機能の内容及び他の医療機関等との連携の状況について、具体的に

記載のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

（３／３） 

 申出に係る診療所が、新たに一般病床を設置又は増床することにより、当該地域に対してどのよ

うに良質かつ適切な医療を提供していくのか、当該地域に果たす役割や計画、考えなどを自由に記

載のこと。 

  特に当該診療所の有する医療機能の内容及び他の医療機関等との連携の状況について、具体的に

記載のこと。 

 

 

 


